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地方財政の「時限爆弾」 

• インフラ、公共施設という「時限爆弾」 

• 業務上過失致死傷罪の可能性は大きい 

• しかし、更新費用の財源が大幅に不足 

• 交付税制度では、財源確保ができない 

• 「除却債」は、将来世代への「つけ回し」か？ 

• 財務諸表から何を読み取るのか 

• 固定資産台帳の整備からはじまる 

• 公共施設・インフラマネジメントは行政改革 
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公共施設管理上の業務上過失 

 平成17年8月10日に市立上尾保育所で、保育中に4歳の児童 が死亡するという
事故が発生し、当時の所長及び保育士2人が業務上過失致死罪で罰金刑に処
せられた。上尾市においても国家賠償法に基づく損害賠償責任が確定した。 

 平成18年7月31日に、ふじみ野市大井プールで小学2年生の児童が給 水口に吸

い込まれ死亡するという事故が発生した。このプールの管理は民間事業者へ業
務委託していたが、市の担当職員の業務上過失致死傷罪が確定しました。 

 施設所有者は、業務上、観客等の安全を確保できる施設を提供する責務を負っ
ているとされる。 

 刑法上の業務上の一つに、直接自分が危険行為を行わなくても他人の生命・身
体を危険から守る立場の者の行為も含むという説もある。 

 財政上の理由で十分なメンテナンスができていない状態で事故が発生した場合
でも、こと安全に関する限り、『財政上の理由』はほとんど免責の理由にならない
とされる。 

 業務上過失致死傷罪(刑法 211 条)が典型的なものです。また、消防法その他の
取締法令やその他の業法違反などの可能性もある。 
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「白書」以後の一般的課題 

• 「白書」を作成しても、改革はすすまない 

• 「総論賛成、各論反対」 

• 行政改革の根幹的な課題という認識不足 

• 首長のリーダーシップが重要 

実態把握、更新手法、統廃合、経費削減、効果
的投資手法、資金調達等の総合的対応手法は
試行錯誤の段階（総務省も含めて） 
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「公共施設等の解体撤去事業に関する調査」 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei05_02000056.html 
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公共施設等総合管理計画 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000271742.pdf 
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公共施設等総合管理計画 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000271742.pdf 



7 
 

Copyright © 2013 Japan Systems Co., Ltd. All Rights Reserved. 

                    7 
公共施設等総合管理計画 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000271742.pdf 
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公共施設等総合管理計画 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000271742.pdf 
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個別台帳 

個別台帳 

個別台帳 

「行政財産」の縦割り構造 

• 行政財産 ⇨ 行政目的 ⇨ 部局の管理 ⇨ 縦割
り 

• 行政目的⇨条例で使用・料金規定⇨固定化 

• 目的外使用不可⇨変化への対応ができない 

行政財産 

普通財産 

行政財産（土木部） 

行政財産（教育委員会） 

行政財産（保健福祉部） 

普通財産（管財課） 

行政財産（○○部） 

一つの
台帳 
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施設から機能への発想転換 

〇〇センターの施設内容 

受け付け・相談窓口 

情報・資料コーナー 

研修・会議室 

交流コーナー 

中・小ホール 

事務室 

ラウンジ   等々 
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稼働時間は非常に少ない 

学校施設の稼働率試算 

  月   １０か月   ８０％ 

  週   ５日間    ７０％ 

  日   ７時間    ３０％ 

 

1.0  X  0.8  X  0.7  X  0.3  =  0.168 (16.8 %) 
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評価で設置目的が問われる 

• 中心サービスは貸し出しと子どもへの読み聞かせ 

• ラウンジ機能、子どもコーナーに利用者が集中 

• 書架には人がまばら 

• ４０万冊以下では、専門分野をカバーできない 

• 駅前でも利用者は少ないが、子育て交流型は満席 

• 図書収集方針で問われる司書の専門性 

• インターネットは有料でも人気 

• 地域特性と図書館、図書室（学校の活用も） 

図書館の利用形態の観察から 
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図書館とTSUTAYA提携のインパクト 

• 人口5万のまちに年間100万人 

• Community centerとしての図書館 

• リタイヤ層が増え「快適空間」への要望 

• 多様な書籍・情報へのアプローチ 

• 入館料と資料提供以外は「対価徴収」も可能 

• 貸出中心だと、図書館は必要なくなるか 

• まちづくり（観光･人口増など）の機能も 

• ５０年ぶりの「モデル転換」の可能性 
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台湾の「無人図書館」事業の活用 

＊2005年からスーパーの中に100㎡（32坪）ほどで、「智慧図書館（Intelligent Library)」 として開設 
               （10時から22時の開館、年中無休。1万人以上、7万冊以上の貸出） 
 
＊地下鉄構内では、6時から24時の開館で、約200㎡（60坪） 
 
＊松山空港駅にも開設。旅行書を中心に。 
 
＊公園内には、200坪で太陽エネルギー学習館と併設 
 
＊さらに、ＡＴＭタイプの「Fast book 24小時借書站（24時間貸出ポイント）」も設置（中央図書館前にも） 

繁華街の地下鉄駅構内の智惠図書館 空港の地下鉄駅構内の利用状況 市立図書館玄関前の自動貸出機 
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評価で設置目的が問われる 

• 特定団体の利用が多い（「既得権」の扱いが焦点） 

• 人気の多目的スペース（実は、スポーツ施設） 

• ２週間前なら、民間企業の展示即売にも 

• 使われない調理室、工作室 

• 飲食の解禁で調理室の利用度アップ 

• 学校の余裕教室は、公民館面積を上回る 

• 公民館の市長部局への管理委任で多目的に 

公民館の利用形態 
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「直営vs民間」の不毛な対立 

• 純粋な直営はほとんどない 

• 民間は利益優先で「安かろう悪かろう」か 

• 委託しても、指定しても、行政責任が基本 

• なぜ、駐車違反の取締が民間委託に？ 

• 業務分析で最適な組合せを検討する 

• 経費削減の最適解は「直営」（？） 

• 機能優先で、施設の１００％稼働を目指す 
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図書館数 :2011年4月1日現在の図書館数。 
職員数 :2011年4月1日現在。非常勤、臨時、委託・派遣職員は、 
年間実働時間1500時間を1人として換算。 

『日本の図書館』2011年版の集計数値  
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図書館のコスト試算の結果 

• 入館，閲覧(開館準備)     ２７７円/人 

• 貸し出し(返本後の整理)    １７６円/冊 

• 予約受付           ５６６円/冊 

• 返本督促          １８４４円/件 

• レファレンス(簡易)      ９１３円/件 

• レファレンス(複雑）      ５３１９円/件 

• 企画(お話し会等)     １４９１２円/人 
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「行政改革」の本丸、制度改革 

介護保険制度（「措置行政」から「契約制」） 

指定管理者制度（目的・期間設定・評価） 

「公共サービス＝行政サービス」 
概念の終焉 
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指定管理者制度を理解しているか 

• 業務委託との区別 

• 複数年契約（雇用の確保、運営の安定） 

• 処分行為（利用許可、料金徴収）の権限 

• 責任（リスク）分担の問題 

• コスト削減を目的にする間違い 

• 公務員（直営）の限界から始まった制度 

• 問題点の大半は、ミッション議論の不足と契約
知識の不足 

• 議会の議決と情報公開（公共性の担保） 
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指定管理と直営との組合せも 

• 公共「施設」の管理運営に関する指定（委任） 

• 直営と、業務委託は自治体に責任 

• 図書館「司書部」、博物館「学芸部」は直営も 

• 他自治体、公共団体を指定管理者に？ 

• 学校施設課職員にスポーツ課職員を兼務 

• 法令で禁止されていなければ・・・・ 

• 法以前にPFI、指定管理だった横浜スタジアム 
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公務員 
 

嘱託職員 
 

臨時職員 
 

再任用） 

直営（設置・管理・運営） 

業務委
託 

派遣 

指定管理者制度 

設置責任 
（自治体） 

管理運営 
（自治体） 

管理運営 

（指定管理者） 

責
任
分
担
（
リ
ス
ク
分
担
） 

自治体の責任 
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指定管理者制度が理解できない背景 

 ｢地方自治法｣２４４条の２のみで規定 

 公共施設数は約４５万（消防庁調査2005） 

 自治法を所管する総務省関連施設は少数 

 文科省、厚労省所管施設が圧倒的 

教育系施設 小中学校、高等学校、図書館、公民館、博物館、スポーツ施設 

福祉系施設 保育所、児童館、デイケア施設、敬老会館 

病院系施設 病院、診療所 

住宅系施設 公営住宅 

行政系施設 庁舎、行政センター 

インフラ系施設 道路・橋梁、公園、廃棄物処理・リサイクル施設、上下水道 
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先進例に学ぶ統合・稼働率UP 

• 武雄市立図書館で観光、まちづくり 

• 山形県西川町立小学校に町立(？)図書館 

• 愛知県半田市立中学にNPO運営の体育館 

• 台北市の無人図書館、自動貸出機 

• 年間140万人を集める武蔵野プレイス 

• ６５施設の保守点検を一本化（まんのう町） 
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発想転換の資産管理 

「行政財産」から「市民財産」への概念転換 

国債･地方債の概念整理 

地方財政法改正による「除却債」の成立 

常に不動産の資産価値を考える 

民間事業を広げる「キャピタルコストゼロ」 

「マイナス指定管理料」という工夫も 
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財政の中期計画（見通し） 
財務データで資産状況の把握 

公共施設・インフラの状況把握 
「白書」の作成 固定資産台帳整備 

公共施設・インフラ対策本部 
（本部長：首長） 

公共施設・インフラ対策課 
（専任部署で企画調整） 

効率的管理運営 
（指定管理者制度等） 小中学校施設等への統合 

廃止資産の活用・売却 適正な料金（受益者負担） 

評価手法の開発でPDCA 

全会計連結による資産把握に重点 庁内・議会・住民との議論の基礎資料 

縦割りを超えた意思決定と実施体制 

首長直結の組織として対策本部の事務局 

第三者評価システム導入も視野に 

インフラへの広域的対応調整 

基礎データの把握（必須） 

データ把握 

実施体制 

対応メニュー 

PDCAサイクル 

  公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト の 体 系 
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財政の中期計画（見通し） 
財務データで資産状況の把握 

公共施設・インフラの状況把握 
「白書」の作成 固定資産台帳整備 

公共施設・インフラ対策本部 
（本部長：首長） 

公共施設・インフラ対策課 
（専任部署で企画調整） 

効率的管理運営 
（指定管理者制度等） 小中学校施設等への統合 

廃止資産の活用・売却 適正な料金（受益者負担） 

評価手法の開発でPDCA 

全会計連結による資産把握に重点 庁内・議会・住民との議論の基礎資料 

縦割りを超えた意思決定と実施体制 

首長直結の組織として対策本部の事務局 

第三者評価システム導入も視野に 

インフラへの広域的対応調整 

基礎データの把握（必須） 

データ把握 

実施体制 

対応メニュー 

PDCAサイクル 

  公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト の 体 系 
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財政の中期計画（見通し） 
財務データで資産状況の把握 

公共施設・インフラの状況把握 
「白書」の作成 

固定資産台帳整備 

全会計連結による
資産把握に重点 

庁内・議会・住民との
議論の基礎資料 

基礎データの把握（必須） 

データ把握 
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財政の中期計画（見通し） 
財務データで資産状況の把握 

公共施設・インフラの状況把握 
「白書」の作成 固定資産台帳整備 

公共施設・インフラ対策本部 
（本部長：首長） 

公共施設・インフラ対策課 
（専任部署で企画調整） 

効率的管理運営 
（指定管理者制度等） 小中学校施設等への統合 

廃止資産の活用・売却 適正な料金（受益者負担） 

評価手法の開発でPDCA 

全会計連結による資産把握に重点 庁内・議会・住民との議論の基礎資料 

縦割りを超えた意思決定と実施体制 

首長直結の組織として対策本部の事務局 

第三者評価システム導入も視野に 

インフラへの広域的対応調整 

基礎データの把握（必須） 

データ把握 

実施体制 

対応メニュー 

PDCAサイクル 

  公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト の 体 系 
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公共施設・インフラ対策本部 
（本部長：首長） 

公共施設・インフラ対策課 
（専任部署で企画調整） 

縦割りを超えた
意思決定と実施
体制 

首長直結の組織 
対策本部の事務局 

実施体制 

ＦＭの優先順位を決める（予算査定は行わない） 
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財政の中期計画（見通し） 
財務データで資産状況の把握 

公共施設・インフラの状況把握 
「白書」の作成 固定資産台帳整備 

公共施設・インフラ対策本部 
（本部長：首長） 

公共施設・インフラ対策課 
（専任部署で企画調整） 

効率的管理運営 
（指定管理者制度等） 小中学校施設等への統合 

廃止資産の活用・売却 適正な料金（受益者負担） 

評価手法の開発でPDCA 

全会計連結による資産把握に重点 庁内・議会・住民との議論の基礎資料 

縦割りを超えた意思決定と実施体制 

首長直結の組織として対策本部の事務局 

第三者評価システム導入も視野に 

インフラへの広域的対応調整 

基礎データの把握（必須） 

データ把握 

実施体制 

対応メニュー 

PDCAサイクル 

  公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト の 体 系 



                    34 

効率的管理運営 
（指定管理者制度等） 

小中学校施設等への
統合 

廃止資産の活用・売却 適正な料金（受益者負担） 

インフラへの広域的対応調整 

対応メニュー 
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財政の中期計画（見通し） 
財務データで資産状況の把握 

公共施設・インフラの状況把握 
「白書」の作成 固定資産台帳整備 

公共施設・インフラ対策本部 
（本部長：首長） 

公共施設・インフラ対策課 
（専任部署で企画調整） 

効率的管理運営 
（指定管理者制度等） 小中学校施設等への統合 

廃止資産の活用・売却 適正な料金（受益者負担） 

評価手法の開発でPDCA 
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縦割りを超えた意思決定と実施体制 
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第三者評価システム導入も視野に 

インフラへの広域的対応調整 
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データ把握 

実施体制 

対応メニュー 

PDCAサイクル 

  公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト の 体 系 



                    36 

評価手法の開発でPDCA 

第三者評価システム導入も視野に 

PDCAサイクル 



                    37 

財政の中期計画（見通し） 
財務データで資産状況の把握 

公共施設・インフラの状況把握 
「白書」の作成 固定資産台帳整備 

公共施設・インフラ対策本部 
（本部長：首長） 

公共施設・インフラ対策課 
（専任部署で企画調整） 

効率的管理運営 
（指定管理者制度等） 小中学校施設等への統合 

廃止資産の活用・売却 適正な料金（受益者負担） 

評価手法の開発でPDCA 

全会計連結による資産把握に重点 庁内・議会・住民との議論の基礎資料 

縦割りを超えた意思決定と実施体制 

首長直結の組織として対策本部の事務局 

第三者評価システム導入も視野に 

インフラへの広域的対応調整 

基礎データの把握（必須） 

データ把握 

実施体制 

対応メニュー 

PDCAサイクル 

  公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト の 体 系 
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参考： 

•自治体アウトソーシングにおける事業者評価        南学著 
         ー指定管理者（制度）のモニタリングと第三者評価（学陽書房：Ｈ２０．１１） 
 
•実践！「自治体ＡＢＣ」によるコスト削減    南学編著 
   ー 成果を出す行政経営         （ぎょうせい：Ｈ１８．９ ） 

 
•行政経営革命                 南学編著 
   ー「自治体ＡＢＣ」によるコスト把握  （ぎょうせい：Ｈ１５．５ ） 

 
•横浜市改革エンジンフル稼働          南学／上山信一編著 
   ー 中田市政の戦略と発想        （東洋経済新報社：Ｈ１６.１） 

 
•地方自治体の２００７年問題          南学／小島卓弥編著 
   ー大量退職時代のアウトソーシング・市場化テスト 
                       （官公庁通信社：Ｈ１７.８） 
 
 

・現在、月刊「地方財務」（ぎょうせい刊）に「公共施設マネジメント
（老朽化と財政難への「経営」が試される）」と題して、連載中です。 


